
号

外

十�
令

和

五

年

四

月

一

日

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

○
委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(
同

)

五

○
岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
行
政
職
の
表
知
事
の
項
本
庁
次
長
の
欄
中｢

副
局
長｣

を｢

副
局
長

、

文
化
祭
推
進
事
務
局
長｣

に
改
め
、

｢

農
業
技
監｣

を
削
り
、｢

現
代
陶
芸
美
術
館
副
館
長｣

を｢

現
代
陶
芸
美
術
館
副
館
長

図
書
館
副
館
長

｣

に
、｢

博

物
館
副
館
長(

総
務
部
長
を
兼
ね
る
も
の
に
限
る
。)｣

を｢

博
物
館
副
館
長｣

に
、｢

土
木
事
務
所
長

(

大
垣
土
木
事
務
所
長
、
可
茂
土
木
事
務
所
長
、
多
治
見
土
木
事
務
所
長
及
び
高
山
土
木
事
務
所
長
に

限
る
。)｣

を｢

土
木
事
務
所
長(

大
垣
土
木
事
務
所
長
、
可
茂
土
木
事
務
所
長
、
多
治
見
土
木
事
務
所

東
部
広
域
水
道
事
務
所
長

長
及
び
高
山
土
木
事
務
所
長
に
限
る
。)｣

に
改
め
、
同
項
本
庁
課
長
の
欄
中｢

男
女
共
同
参
画
・
女
性

岐
阜
県
保
育
士
・
保
育

の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
長

所
支
援
セ
ン
タ
ー
長

｣

を
削
り
、｢

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
次
長｣

を｢

行
幸
啓
企
画
監｣

( ) 令和５年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
四
月
一
日



に
、 ｢

新
庁
舎
運
用
対
策
監

県
庁
舎
開
設
調
整
監

県
庁
舎
建
設
管
理
監｣

を｢

設
備
管
理
監

建
築
企
画
監｣

に
、｢

ス
ポ
ー
ツ
誘
致
推
進
監｣

を｢

ス
ポ
ー
ツ

ね
ん
り
ん

誘
致
推
進
監

ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
次
長｣

に
、｢

国
民
文
化
祭
・
全
国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
推
進
監｣

を ｢

広
報

事
業

全
国

県
民
運
動
推
進
監

推
進
監

障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
推
進
監｣
に
改
め
、｢

博
物
館
副
館
長｣

を
削
り
、｢

住
宅
宿
泊
事
業
対
策
監｣

を｢

住
宅
宿
泊
事
業
対
策
監

献
血
運
動
推
進
監

｣

に
、｢

男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長｣

を｢

男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
長｣

に
、｢

岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン

タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長｣

を｢

岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
長｣

に
、｢

成
長
産
業
企
画
監

航
空
宇
宙
産
業
連

携
監｣

を

｢

中
小
企
業
総
合
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
推
進
監

航
空
宇
宙
・
ド
ロ
ー
ン
産
業
連
携
監

｣
に
、

｢

観
光
誘
客
企
画
監｣

を

｢

観
光
誘
客
企
画
監

国
際
連
携
推
進
監｣

に
、｢

地
域
出
納
審
査
監｣

を ｢

地
域
出
納
審
査
監

男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ

岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
副

ー
副
セ
ン
タ
ー
長

セ
ン
タ
ー
長

｣

に
改
め
、｢

中
小
企
業
総
合
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長｣

及
び｢
衛
生

専
門
学
校
副
校
長｣

を
削
り
、｢

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
課
長｣

を｢

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
総

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

務
課
長

総
務
課
長｣

に
、｢

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
部
長｣

を｢

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
部
長

障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
副
所

長｣

に
、｢

障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
部
長｣

を｢

障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
部

障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
副
校
長

長｣

に
、｢

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
総
務
課
長｣

を｢

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
総
務
課
長

畜
産
研
究
所
副
所
長

｣

に
、｢

中
央
家

畜
保
健
衛
生
所
総
務
課
長｣

を｢

家
畜
保
健
衛
生
所
総
務
課
長｣

に
、｢

岐
阜
土
木
事
務
所
、
大
垣
土

木
事
務
所
、
揖
斐
土
木
事
務
所
、
郡
上
土
木
事
務
所
、
可
茂
土
木
事
務
所
、
多
治
見
土
木
事
務
所
、
恵

那
土
木
事
務
所
及
び
高
山
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
に
限
る｣

を｢

下
呂
土
木
事
務
所
及
び
古
川
土

木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
を
除
く｣

に
、｢

岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
課
長｣

を｢

岐
阜
駅

岐
阜
駅

周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
副
所
長

周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
推
進
課
長｣

に
改
め
、｢

東
部
広
域
水
道
事
務
所
長｣

を
削
り
、
同
表
教

育
委
員
会
の
項
本
庁
課
長
の
欄
中 ｢

管
理
指
導
監

地
域
管
理
監

教
育
施
設
整
備
監

女
性
教
職
員
活
躍
推
進
監

研
修
企
画
監

学
校
安
全
企
画
監

生
徒
指
導
企
画
監

｣

を ｢

女
性
教
職
員
活
躍
推
進
監

教
員
人
事
管
理
監

研
修
企
画
監

学
校
安
全
企
画
監

生
徒
指
導
企
画
監

管
理
指
導
監

地
域
管
理
監

教
育
施
設
整
備
監

｣

に

改
め
、
同
表
警
察
本
部
長
の
項
本
庁
課
長
の
欄
中｢

管
理
監｣

を｢

管
理
監

調
査
官｣

に
改
め
、
同
項
課
長
補

佐
の
欄
中｢

警
察
航
空
隊
副
隊
長｣

を
削
る
。

別
表
公
安
職
の
表
警
察
本
部
長
の
項
本
部
課
長
補
佐
の
欄
中｢

検
視
官｣

を｢

検
視
官

警
察
航
空
隊
副
隊
長

に
改
め
る
。

別
表
研
究
職
の
表
知
事
の
項
次
長
の
欄
中｢

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を｢

保
健
環
境
研
究

産
業
技
術
総
合

所
長

セ
ン
タ
ー
所
長｣

に
改
め
る
。

別
表
医
療
職
一�
の
表
知
事
の
項
次
長
の
欄
中｢

希
望
が
丘
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長｣

を
削

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年４月１日 ( )２

�



る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
の
五
第
一
号
イ
中｢

百
分
の
二
百
十｣
を｢

百
分
の
二
百｣

に
、｢

百
分
の
二
百
五
十｣

を｢

百
分
の
二
百
四
十｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

百
分
の
二
百
十｣

を｢

百
分
の
二
百
五｣

に
改
め
、

同
条
第
二
号
中｢

百
分
の
百(｣

を｢

百
分
の
九
十
五(｣
に
、｢

百
分
の
百
二
十｣

を｢

百
分
の
百

十
五｣

に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
二
項
中｢

前
項
第
八
号｣

の
下
に｢

、
第
十
七
号｣
を
加
え
る
。

付
則
第
十
項
中｢

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
知
事
の
部
本
庁
の
項
中｢

、
観
光
国
際
局
長｣

を
削
り
、｢
都
市
公
園
整
備
局
長｣

を｢

都
市
公
園
・
交
通
局
長｣

に
改
め
、｢

副
局
長｣

の
下
に｢

、
文
化
祭
推
進
事
務
局
長｣

を
加
え
、

｢

、
農
業
技
監｣

及
び｢

、
岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
長｣

を
削
り
、｢
ね
ん
り
ん
ピ
ッ

ク
推
進
事
務
局
次
長｣

を｢

行
幸
啓
企
画
監｣

に
、｢

新
庁
舎
運
用
対
策
監
、
県
庁
舎
開
設
調
整
監
、

県
庁
舎
建
設
管
理
監｣

を｢

設
備
管
理
監
、
建
築
企
画
監｣

に
改
め
、｢

ス
ポ
ー
ツ
誘
致
推
進
監｣

の

下
に｢

、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
次
長｣

を
加
え
、｢

国
民
文
化
祭
・
全
国
障
害
者
芸
術
・
文

化
祭
推
進
監｣

を｢

広
報
県
民
運
動
推
進
監
、
事
業
推
進
監
、
全
国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
推
進
監｣

に
改
め
、｢

住
宅
宿
泊
事
業
対
策
監｣

の
下
に｢

、
献
血
運
動
推
進
監｣

を
、｢

少
子
化
対
策
企
画
監｣

の
下
に｢

、
岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
長｣

を
加
え
、｢

成
長
産
業
企
画
監
、
航
空
宇

宙
産
業
連
携
監｣

を｢

中
小
企
業
総
合
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

推
進
監
、
航
空
宇
宙
・
ド
ロ
ー
ン
産
業
連
携
監｣

に
改
め
、｢

観
光
誘
客
企
画
監｣

の
下
に｢

、
国
際

連
携
推
進
監｣

を
加
え
、｢

、
中
小
企
業
総
合
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長｣

を
削
り
、
同
部

図
書
館
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
部
希
望
が
丘
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

室
長｣

の
下
に｢

、
主
任
医
長｣

を
加

え
、
同
部
障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
部
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
の
項
中｢

訓
練
部
長｣

を｢

副
校
長｣

に
改
め
、｢

総
務
部

長｣

の
下
に｢

、
訓
練
部
長｣

を
加
え
、
同
部
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
中｢

六
種｣

の
下
に｢(

中
央

家
畜
保
健
衛
生
所
の
総
務
課
長
に
あ
つ
て
は
、
四
種)｣

を
加
え
、
同
部
土
木
事
務
所
の
項
中｢(

下
呂

土
木
事
務
所
の
道
路
課
長
を
除
く
。)｣

を
削
り
、｢

岐
阜
土
木
事
務
所
、
大
垣
土
木
事
務
所
、
揖
斐
土

木
事
務
所
、
郡
上
土
木
事
務
所
、
可
茂
土
木
事
務
所
、
多
治
見
土
木
事
務
所
、
恵
那
土
木
事
務
所
及
び

高
山
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
に
限
る｣

を｢

下
呂
土
木
事
務
所
及
び
古
川
土
木
事
務
所
の
道
路
調

整
監
を
除
く｣

に
改
め
、
同
部
岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
の
項
中｢

所
長｣

の
下
に｢

、
副

所
長｣

を
加
え
、｢

総
務
課
長｣

を｢

推
進
課
長｣

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
事
務
局
の
項
中

｢
管
理
指
導
監
、
地
域
管
理
監
、
教
育
施
設
整
備
監
、
女
性
教
職
員
活
躍
推
進
監
、
研
修
企
画
監
、
学

校
安
全
企
画
監
、
生
徒
指
導
企
画
監｣

を｢

女
性
教
職
員
活
躍
推
進
監
、
教
員
人
事
管
理
監
、
研
修
企

画
監
、
学
校
安
全
企
画
監
、
生
徒
指
導
企
画
監
、
管
理
指
導
監
、
地
域
管
理
監
、
教
育
施
設
整
備
監｣

に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
長
の
部
警
察
署
の
項
中｢

所
長｣

を｢

署
長｣

に
改
め
、｢

、
多
治
見
警
察

署｣

を
削
る
。

別
表
第
五
小
学
校
の
表
加
茂
郡
の
項
中｢

潮
見
小
学
校｣

を
削
る
。

附

則

( ) 令和５年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

副
所
長

所
長

所
長

課
長(

総
務
課
長
を
除
く
。)

課
長(

総
務
課
長
に
限
る
。)

課
長

四
種
二
種

二
種

六
種
四
種

六
種



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則(
昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
本
庁
の
項
中｢

副
局
長｣

の
下
に｢
、
文
化
祭
推
進
事
務
局
長｣

を
加
え
、｢

、
農
業
技

監｣

及
び｢

、
男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
長
、
岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ

ン
タ
ー
長｣

を
削
り
、｢

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
次
長｣
を｢

行
幸
啓
企
画
監｣

に
、｢

新
庁
舎

運
用
対
策
監
、
県
庁
舎
開
設
調
整
監
、
県
庁
舎
建
設
管
理
監｣

を｢
設
備
管
理
監
、
建
築
企
画
監｣

に

改
め
、｢

ス
ポ
ー
ツ
誘
致
推
進
監｣

の
下
に｢

、
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
次
長｣

を
加
え
、｢

国

民
文
化
祭
・
全
国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
推
進
監｣

を｢

広
報
県
民
運
動
推
進
監
、
事
業
推
進
監
、
全

国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
推
進
監｣

に
改
め
、｢

住
宅
宿
泊
事
業
対
策
監｣

の
下
に｢

、
献
血
運
動
推

進
監｣

を
加
え
、｢

男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長｣
を｢

男
女
共
同

参
画
・
女
性
の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
長｣

に
、｢

岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー

長｣

を｢

岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
長｣

に
、｢

成
長
産
業
企
画
監
、
航
空
宇
宙
産
業

連
携
監｣

を｢

中
小
企
業
総
合
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
推
進
監
、

航
空
宇
宙
・
ド
ロ
ー
ン
産
業
連
携
監｣

に
改
め
、｢

観
光
誘
客
企
画
監｣

の
下
に｢

、
国
際
連
携
推
進

監｣

を
加
え
、｢

中
小
企
業
総
合
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長｣

を｢

男
女
共
同
参
画
・
女
性

の
活
躍
支
援
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
、
岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長｣

に
改
め
、｢

商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課｣

の
下
に｢

、
観
光
国
際
政
策
課｣

を
加
え
、
同
表
土
木
事

務
所
の
項
中｢

岐
阜
土
木
事
務
所
、
大
垣
土
木
事
務
所
、
揖
斐
土
木
事
務
所
、
郡
上
土
木
事
務
所
、
可

茂
土
木
事
務
所
、
多
治
見
土
木
事
務
所
、
恵
那
土
木
事
務
所
及
び
高
山
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
に

限
る｣

を｢

下
呂
土
木
事
務
所
及
び
古
川
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
を
除
く｣

に
改
め
、
同
表
知
的

障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中｢

課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
、
同
表
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

の
項
中｢

所
長｣

の
下
に｢

、
総
務
課
長｣

を
加
え
、
同
表
障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項

中｢

所
長｣

の
下
に｢

、
副
所
長｣

を
加
え
、
同
表
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
の
項
中｢

校
長｣

の

下
に｢

、
副
校
長｣

を
加
え
、
同
表
岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
の
項
中｢

課
長｣

を｢

副
所

長
、
推
進
課
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
事
務
局
の
部
本
庁
の
項
中｢

管
理
指
導
監
、
地
域
管
理
監
、
教
育
施
設
整
備
監
、
女
性
教

職
員
活
躍
推
進
監
、
研
修
企
画
監
、
学
校
安
全
企
画
監
、
生
徒
指
導
企
画
監｣

を｢

女
性
教
職
員
活
躍

推
進
監
、
教
員
人
事
管
理
監
、
研
修
企
画
監
、
学
校
安
全
企
画
監
、
生
徒
指
導
企
画
監
、
管
理
指
導
監
、

地
域
管
理
監
、
教
育
施
設
整
備
監｣

に
改
め
、｢

政
策
企
画
係
長｣

の
下
に｢

、
教
育
総
務
課
福
利
厚

生
室
の
健
康
管
理
・
公
務
災
害
係
長
、
義
務
教
育
課
の
小
中
学
校
人
事
係
の
課
長
補
佐
、
管
理
主
事
、

主
査
、
主
任
及
び
主
事
、
免
許
係
長
並
び
に
給
与
係
長
、
高
校
教
育
課
の
管
理
調
整
係
長
、
県
立
学
校

教
員
人
事
係
の
課
長
補
佐
、
管
理
主
事
、
主
査
、
主
任
及
び
主
事
並
び
に
給
与
係
長｣

を
加
え
、｢

、

教
職
員
課
の
管
理
調
整
係
長
、
小
中
学
校
係
及
び
高
等
学
校
・
特
別
支
援
学
校
係
の
課
長
補
佐
、
管
理

主
事
、
主
査
、
主
任
及
び
主
事
、
給
与
係
長
並
び
に
免
許
係
長
、
教
職
員
課
福
利
厚
生
室
の
健
康
管
理
・

公
務
災
害
係
長｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
土
岐
市
及
び
瑞
浪
市
休
日
急
病
診
療
所
組
合
の
項
を
削
り
、
同
表
東
濃
中
部
病
院
事
務
組
合
の

項
中｢

事
務
局
長｣
の
下
に｢

、
参
事｣

を
、｢

課
長｣

の
下
に｢

、
副
参
事｣

を
加
え
る
。

附

則

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年４月１日 ( )４



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
本
庁
の
項
六
級
の
欄
中｢､

岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー

長
｣

を
削
り
、｢管

理
調
整
監
｣

を｢管
理
調
整
監
､
行
幸
啓
企
画
監
｣

に
、｢新
庁
舎
運
用
対
策
監
､

県
庁
舎
開
設
調
整
監
､
県
庁
舎
建
設
管
理
監
｣

を｢設
備
管
理
監
､
建
築
企
画
監
｣

に
、｢国

民
文
化

祭
・
全
国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭
推
進
監
｣

を｢広
報
県
民
運
動
推
進
監
､
事
業
推
進
監
､
全
国
障
害

者
芸
術
・
文
化
祭
推
進
監
｣

に
、｢住

宅
宿
泊
事
業
対
策
監
｣

を｢住
宅
宿
泊
事
業
対
策
監
､
献
血
運

動
推
進
監
｣

に
、｢少

子
化
対
策
企
画
監
｣

を｢少
子
化
対
策
企
画
監
､
岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支

援
セ
ン
タ
ー
長
｣

に
、｢成

長
産
業
企
画
監
､
航
空
宇
宙
産
業
連
携
監
｣

を｢中
小
企
業
総
合
人
材
確

保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
､
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
推
進
監
､
航
空
宇
宙
・
ド
ロ
ー
ン
産
業
連
携
監
｣

に
、｢観

光
誘
客
企
画
監
｣

を｢観
光
誘
客
企
画
監
､
国
際
連
携
推
進
監
｣

に
、｢､

岐
阜
県
保
育
士
・

保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
又
は
中
小
企
業
総
合
人
材
確
保
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
｣

を
｢又
は
岐
阜
県
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
｣

に
改
め
、
同
項
八
級
の
欄
中

｢副
局
長
｣

を｢副
局
長
､
文
化
祭
推
進
事
務
局
長
｣

に
改
め
、｢､

農
業
技
監
｣

を
削
り
、
同
部
博

物
館
の
項
六
級
の
欄
中｢副
館
長
(総
務
部
長
を
兼
ね
る
も
の
を
除
く
｡)
又
は
｣

を
削
り
、
同
項
八

級
の
欄
中｢

(総
務
部
長
を
兼
ね
る
も
の
に
限
る
｡)
｣

を
削
り
、
同
部
衛
生
専
門
学
校
の
項
六
級
の

欄
中｢副

校
長
又
は
｣

を
削
り
、
同
項
七
級
の
欄
中｢困

難
な
業
務
を
行
う
副
校
長
の
職
務
｣

を
削
り
、

同
部
障
が
い
者
総
合
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
六
級
の
欄
中｢所

長
｣

を｢所
長
､
副
所
長
｣

に
改
め
、

同
部
障
が
い
者
職
業
能
力
開
発
校
の
項
六
級
の
欄
中｢校

長
｣

を｢校
長
､
副
校
長
｣

に
改
め
、
同
部

畜
産
研
究
所
の
項
六
級
の
欄
中｢課

長
｣

を｢副
所
長
又
は
課
長
｣

に
改
め
、
同
部
土
木
事
務
所
の
項

五
級
の
欄
中｢岐

阜
土
木
事
務
所
､
大
垣
土
木
事
務
所
､
揖
斐
土
木
事
務
所
､
郡
上
土
木
事
務
所
､
可

茂
土
木
事
務
所
､
多
治
見
土
木
事
務
所
､
恵
那
土
木
事
務
所
及
び
高
山
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
を

除
く
｣

を｢下
呂
土
木
事
務
所
及
び
古
川
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
に
限
る
｣

に
改
め
、
同
項
六
級

の
欄
中｢岐

阜
土
木
事
務
所
､
大
垣
土
木
事
務
所
､
揖
斐
土
木
事
務
所
､
郡
上
土
木
事
務
所
､
可
茂
土

木
事
務
所
､
多
治
見
土
木
事
務
所
､
恵
那
土
木
事
務
所
及
び
高
山
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
に
限
る
｣

を｢下
呂
土
木
事
務
所
及
び
古
川
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
を
除
く
｣

に
改
め
、
同
部
宮
川
上
流
河

川
開
発
工
事
事
務
所
の
項
四
級
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
宮
川
上
流
河
川
開
発
工
事
事
務
所
の
項
五
級
の
欄
中｢課

長
｣

を｢困

難
な
業
務
を
行
う
課
長
｣

に
改
め
、
同
部
岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高
架
工
事
事
務
所
の
項
五
級
の
欄
中｢課

長
(総
務
課
長
を
除
く
｡)
の
職
務
｣

を
削
り
、
同
項
六
級
の
欄
中｢又

は
課
長
(総
務
課
長
に
限
る
｡)
｣

を

｢､
副
所
長
又
は
推
進
課
長
｣

に
改
め
、
同
部
建
築
事
務
所
の
項
六
級
の
欄
中

｢建
築
課
長
｣

を

｢課
長
｣

に
改
め
、
同
部
東
部
広
域
水
道
事
務
所
の
項
六
級
の
欄
中｢所

長
､
副
所
長
｣

を｢副
所
長
｣

に
改
め
、
同
項
七
級
の
欄
中｢困

難
な
業
務
を
行
う
所
長
の
職
務
｣

を
削
り
、
同
項
八
級
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
教
育
委
員
会
の
部
事
務
局
の
項
六
級
の
欄
中｢管

理
指
導
監
､
地
域
管
理
監
､
教

育
施
設
整
備
監
､
女
性
教
職
員
活
躍
推
進
監
､
研
修
企
画
監
､
学
校
安
全
企
画
監
又
は
生
徒
指
導
企
画

監
｣

を｢女
性
教
職
員
活
躍
推
進
監
､
教
員
人
事
管
理
監
､
研
修
企
画
監
､
学
校
安
全
企
画
監
､
生
徒

指
導
企
画
監
､
管
理
指
導
監
､
地
域
管
理
監
又
は
教
育
施
設
整
備
監
｣

に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
長
の

部
警
察
本
部
の
項
五
級
の
欄
中｢､

警
察
航
空
隊
副
隊
長
｣

を
削
り
、
同
項
六
級
の
欄
中｢管

理
監
｣

を｢管
理
監
又
は
調
査
官
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
ロ
の
表
警
察
本
部
長
の
部
警
察
本
部
の
項
六
級
の
欄
中｢鉄

道
警
察
隊
副
隊
長
｣

を｢鉄

道
警
察
隊
副
隊
長
､
警
察
航
空
隊
副
隊
長
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
ト
の
表
知
事
の
部
希
望
が
丘
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
四
級
の
欄
中｢行

う
｣

を

｢行
う
整
形
外
科
部
長
､
小
児
科
部
長
､
｣

に
、｢リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
部
長
｣

を｢リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
部
長
､
診
療
支
援
部
長
｣

に
、｢発

達
精
神
医
学
研
究
所
長
｣

を｢発
達
精
神
医
学
研
究
所
長
､

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
長
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和５年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

所
長
の
職
務

課
長
の
職
務



岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
人
事

委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
三
十
三
項
を
第
三
十
四
項
と
し
、
第
二
十
九
項
か
ら
第
三
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
十
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

(

令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
け
る
一
般
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
等)
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第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
九
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
に
お
け
る
一
般
職

員
の
昇
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
項
中｢

平
成
十
九
年
一
月
一
日｣

と

あ
る
の
は｢

令
和
六
年
一
月
一
日｣

と
、
同
項
第
一
号
中｢

切
替
日
前｣

と
あ
る
の
は｢

令
和
五
年

一
月
一
日(

以
下｢

基
準
日｣

と
い
う
。)

前｣

と
、｢

切
替
日
後｣

と
あ
る
の
は｢

基
準
日
後｣

と
、

｢

数
か
ら
一
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数｣

と
あ
る
の
は｢

号
給
数｣

と
、
同
項
第
二
号

中｢

平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日｣

と
あ
る
の
は｢

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日｣

と
、
第
八
項

第
一
号
中｢

職
員(

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て｢

昇
給
号
給
数
抑
制
職
員｣

と
い
う
。)

に
あ
っ

て
は
、
三
号
給
以
上｣

と
あ
る
の
は

｢

職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
号
給
以
上｣

と
、
同
項
第
二
号
中

｢

四
号
給(

昇
給
号
給
数
抑
制
職
員
に
あ
っ
て
は
、
二
号
給)｣

と
あ
る
の
は｢

四
号
給｣

と
、
同
項

第
三
号
中｢

三
号
給
以
下(

昇
給
号
給
数
抑
制
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
号
給
以
下)｣

と
あ
る
の
は

｢

三
号
給
以
下｣

と
、
第
九
項
中

｢

切
替
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日｣

と
あ
る
の
は

｢

基
準
日
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日｣

と
、
第
十
項
中｢

平
成
十
九
年
一
月
一
日｣

と
あ
る

の
は｢

令
和
六
年
一
月
一
日｣

と
、
第
十
九
項
中｢

前
項｣

と
あ
る
の
は｢

第
二
十
九
項｣

と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年４月１日 ( )６

条
例
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に

該
当
す
る
公
益
的
法
人
等

公
益
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興
協
会

令
和
五
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


